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伊 丹 市 教 育 に 関 す る 事 務 の 職 務 権 限 の 特 例 に 関 す る 条 例

等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

伊 丹 市 教 育 に 関 す る 事 務 の 職 務 権 限 の 特 例 に 関 す る 条 例 等 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ４ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  藤  原   保  幸     

 

 

 

 

理  由  

 教 育 委 員 会 の 権 限 と 市 長 の 権 限 を 見 直 し ， 文 化 財 保 護 行 政 の 推 進

を 図 る た め 。  

 

議２４



伊 丹 市 教 育 に 関 す る 事 務 の 職 務 権 限 の 特 例 に 関 す る 条 例  

等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ４ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

（ 伊 丹 市 教 育 に 関 す る 事 務 の 職 務 権 限 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部

改 正 ）  

第 １ 条  伊 丹 市 教 育 に 関 す る 事 務 の 職 務 権 限 の 特 例 に 関 す る 条 例 （  

令 和 ３ 年 伊 丹 市 条 例 第 ２ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

本 則 中 「 含 む 。 ） 」 の 右 に 「 並 び に 文 化 財 の 保 護 に 関 す る こ と 」  

を 加 え る 。  

（ 伊 丹 市 に ぎ わ い 創 出 基 金 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  伊 丹 市 に ぎ わ い 創 出 基 金 条 例 （ 平 成 ２ ６ 年 伊 丹 市 条 例 第 ４

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ 条 中 「 振 興 」 の 右 に 「 ， 文 化 財 の 保 護 及 び 活 用 」 を 加 え る 。  

（ 伊 丹 市 教 育 振 興 基 金 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  伊 丹 市 教 育 振 興 基 金 条 例 （ 平 成 ２ ６ 年 伊 丹 市 条 例 第 ６ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ 条 中 「 並 び に 文 化 財 の 保 護 」 を 削 る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 伊 丹 市 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 ）  

２  伊 丹 市 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 ２ ４ 年 条 例 第 １ ５ ６ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 ７ ４ ５ 人 」 を 「 ７ ５ ３ 人 」 に 改 め ， 同

項 第 １ ３ 号 中 「 ５ ６ ０ 人 」 を 「 ５ ５ ２ 人 」 に 改 め る 。  

（ 伊 丹 市 文 化 財 保 護 条 例 の 一 部 改 正 ）  

３  伊 丹 市 文 化 財 保 護 条 例 （ 昭 和 ３ ９ 年 伊 丹 市 条 例 第 ５ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 １ 条 中 「 お よ び 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （  

昭 和 ３ １ 年 法 律 第 １ ６ ２ 号 ） 第 ２ １ 条 」 を 削 る 。  

第 ２ 条 中 「 に い う 文 化 財 」 を 「 に お い て 「 文 化 財 」 」 に 改 め る 。  

議２４-２



第 ３ 条 中 「 伊 丹 市 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」 と い う 。 ） 」

を 「 市 長 」 に 改 め る 。  

第 ４ 条 第 １ 項 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め る 。  

第 ５ 条 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に ， 「 各 号 の 一 」 を 「 各 号

の い ず れ か 」 に ， 「 行 な う 」 を 「 行 う 」 に 改 め る 。  

  第 ６ 条 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に ， 「 第 ２ 条 」 を 「 第 ３ 条 」  

に 改 め ， 「 ま た は 」 の 右 に 「 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 」 を 加 え ，  

「 行 な う 」 を 「 行 う 」 に 改 め る 。  

  第 ７ 条 か ら 第 ９ 条 ま で の 規 定 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改

め る 。  

  第 １ ０ 条 中 「 次 に 掲 げ る 事 項 の 一 」 を 「 次 の 各 号 の い ず れ か 」

に 改 め ， 「 に 至 つ た 」 を 削 り ， 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め

る 。  

  第 １ １ 条 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に ， 「 行 な う 」 を 「 行 う 」

に 改 め る 。  

  第 １ ２ 条 中 「 教 育 委 員 会 」 を 「 市 長 」 に ， 「 行 な う 」 を 「 行 う 」

に ， 「 諮 問 機 関 」 を 「 法 第 １ ９ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り ， 市 長 の  

附 属 機 関 」 に 改 め る 。  

  第 １ ３ 条 中 「 ３ 人 ～ ５ 人 」 を 「 ３ 人 以 上 ５ 人 以 下 」 に ， 「 教 育

委 員 会 」 を 「 市 長 」 に 改 め る 。  

第 １ ５ 条 中 「 条 例 」 の 右 に 「 の 」 を 加 え ， 「 教 育 委 員 会 規 則 」

を 「 規 則 」 に 改 め る 。  

（ 伊 丹 市 文 化 財 保 護 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

４  前 項 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 伊 丹 市 文 化 財 保 護 条 例 の 規 定 に よ り

さ れ た 処 分 ， 手 続 そ の 他 の 行 為 は ， 同 項 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 伊

丹 市 文 化 財 保 護 条 例 の 相 当 規 定 に よ り さ れ た も の と み な す 。  

議２４-３*




